
 

 

災害廃棄物に混入している感染性廃棄物の取扱いについて 

 

災害廃棄物の中には、感染性廃棄物が混入している場合がある。感染性廃棄物は他の

廃棄物と分けて、特別な管理が必要となるので分別する必要がある。 

 

（収集について） 

○ 「感染性廃棄物」等と記されている容器、又は、バイオハザードマークのついた容

器は、容器をそのまま保管場所へ運搬する。（容器を破損しないような方法で収集・

運搬する。） 

 

○ 注射針、点滴用の針、メス等の鋭利なものの取扱いについては、手などを傷つけな

いように注意し、金属製、プラスチック製等で耐貫通性のある堅牢な容器に入れて

運搬する。 

        

                             感染性廃棄物の容器の例 

※ 感染性廃棄物を収納した容器には、関係者が識別できるよう、感染性廃棄物であることを明記すること

となっていますが、必ずしもバイオハザードマークが付いているとは限りません。 

 

（保管について） 

○ 保管場所には、感染性廃棄物の保管場所である旨表示する。 

 

○ 屋根のある建物内で保管するか、屋内の保管場所が確保できない場合には、防水性

のビニールシートで全体を覆う（底面を含む）など、直射日光を避け、風雨にさら

されず、感染性廃棄物が飛散、流出、地下浸透、腐食しないよう必要な対策を講じ

る。 

 

○ 他の廃棄物などが混入するおそれがないよう、仕切りを設ける等の必要な措置を講

じる。 

 

○ 感染性廃棄物は、焼却等の滅菌できる方法で処理する必要があるため、当該感染性

廃棄物の適正な処理が可能となるまで保管する。 

バイオハザードマーク 

別紙２ 


